
文京区建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱 

 

１７文資環第４４３号平成１７年９月２８日区長決定  

２７文資環第１７７３号平成２８年３月２４日部長決定  

２０１９文資環第１３０号令和元年７月２３日部長決定  

２０１９文資環第３１０号令和２年２月４日部長決定  

２０２０文資環第３５３号令和３年３月２６日部長決定  

２０２１文資環第３４３号令和４年３月１７日区長決定  

 

（目的） 

第１条  この要綱は、建築物の解体工事に係る計画の事前周知等に関し、必要な事項を定めるこ

とにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(1)  解体工事  建築物のうち、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第３号に規

定する構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事（改修工事を除く。）をいう。 

(2)  発注者等  解体工事に関する請負契約の発注者、元請業者及び下請業者並びに請負契

約によらないで自らその工事を行う者をいう。 

(3)  石綿 次に掲げるものをいう。 

ア 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材 

イ 石綿を含有する建築材料（アに掲げるものを除く。） 

(4)  近隣住民等  解体工事を行う建築物（以下「解体建築物」という。）の敷地境界線からの水



平距離が１５メートル以内の範囲内にある土地又は建築物を使用する権利を有する者及び当

該土地の区域内に居住する者（解体建築物に前号アに規定する石綿が含有されている場合

にあっては、解体建築物の高さの２倍の水平距離の範囲内（解体建築物の高さの２倍が１５メ

ートルに満たない場合は、１５メートルを範囲とする。）にある土地又は建築物を使用する権利

を有する者及び当該土地の区域内に居住する者）をいう。 

(5)  紛争  解体工事に伴って生ずる騒音、振動、粉じん等の周辺の生活環境に及ぼす影響に

関する近隣住民等と発注者等との間の紛争をいう。 

（適用範囲） 

第３条  この要綱は、文京区の区域内で行われる解体工事に適用する。 

 （区長の責務） 

第４条  区長は、紛争を未然に防止するよう努め、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整する

よう努めなければならない。 

（発注者等の責務） 

第５条  発注者等は、解体工事を行うに当たって、周辺の生活環境に及ぼす影響について十分配

慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。 

２  発注者等は、紛争が生じたときは、近隣住民等の立場を尊重し、自主的に解決するよう努めな

ければならない。 

３  発注者等は、関係法令等を遵守するとともに、次に掲げる事項に配慮しなければならない。 

(1)  騒音、振動、粉じん等により近隣住民等の生活環境に著しい影響を与えないよう十分な対

策を講じること。 

(2)  作業に使用する建設機械は、低騒音・低振動型のものを使用し、十分な点検・整備を行うこ

と。 

(3)  解体工事関係車両の出入りに当たっては、近隣住民等に十分に配慮すること。 

 



４  発注者等は、事前に解体する建物の石綿の使用状況について調査を実施し、大気汚染防止法

（昭和４３年法律第９７号）、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都

条例第２１５号）その他関係法令を遵守し、適正に処理をしなければならない。 

（標識の設置） 

第６条  発注者等は、解体工事を行おうとするときは、工事開始日の３０日前までに次に掲げる標

識を設置しなければならない。 

(1)  解体工事のお知らせ（別記様式第１号） 

(2)  大気汚染防止法第１８条の１５第１項又は第４項の規定による調査の結果及び大気汚染防

止法施行規則（昭和４６年厚生省・通商産業省令第１号）第１６条の１０に規定する事項 

２  標識は、解体建築物の敷地の道路に面する場所（当該敷地が２以上の道路に面するときは、そ

れぞれの道路に面する場所）にその下端が地上からおおむね１メートルの高さに設置しなければ

ならない。 

３  発注者等は、標識の維持管理に努めなければならない。 

（近隣説明） 

第７条  発注者等は、解体工事を行おうとするときは、解体工事開始日の１５日前までの適切な時

期に、近隣住民等に対し、解体工事について説明会の開催その他の方法により、説明しなければ

ならない。 

２  発注者等は、近隣住民等から説明を求められたときは、説明を行わなければならない。 

（説明事項） 

第８条  発注者等は、近隣住民等に対し、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を説明しなけ

ればならない。 

(1)  解体建築物の規模及び構造 

(2)  解体建築物の位置及び隣接建築物との位置関係の概要 

(3)  工期、解体方法、作業時間及び作業内容 



(4)  安全対策及び騒音、振動、粉じん等に対する公害防止対策 

(5)  作業範囲、資材、廃材等の搬出経路及び工事車両の通行経路 

(6)  解体建築物の石綿の使用状況 

 （解体工事事前周知の報告） 

第９条  発注者等は、第６条の規定により標識を設置し、かつ、第７条第１項の規定により近隣住民

等に対し解体工事について説明したときは、当該解体工事の開始日の７日前までに、解体工事事

前周知報告書（別記様式第２号）により、区長に報告しなければならない。 

（周知状況等の報告） 

第１０条  区長は、発注者等に対し、特に必要があると認めた事項について報告を求めることがで

きる。 

 （計画の変更等） 

第１１条  発注者等は、解体工事の計画等を変更したときは、近隣住民等に対し、速やかに周知し

なければならない。 

（委任） 

第１２条  この要綱の施行について必要な事項は、資源環境部長が別に定める。 

  

付 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１７年１１月１日から施行し、第６条第１項及び第７条第１項の規定は、同年１２

月１日以後に開始する木造建築物の解体工事及び同年１２月１６日以後に開始する木造建築物以

外の解体工事について適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

付 則 



この要綱は、令和元年７月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 


